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○（1896）明治三陸地震（M8.2）
○（1933）昭和三陸地震（M8.1）
○（2011）東北地方太平洋沖地震（M9.0）

※１ 大規模地震防災・減災対策大綱 （中央防災会議決定）

中部圏・近畿圏
直下地震

○（1944）昭和東南海地震（M7.9）
○（1946）昭和南海地震（M8.0）

南海トラフ地震

発生確率・切迫性が高い、経済・社会への影響が大きいなどの観点から対象とする地震を選定※１

○（1891）濃尾地震（M8.0）
○（1945）三河地震（M6.8）
○（1995）兵庫県南部地震（M7.3）

首都直下地震

日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震

相模トラフ沿いの海溝型地震

○（1923）大正関東地震（M7.9）

被害想定（R7.3）、基本計画（R7.7）

被害想定（R3.12）、基本計画（R4.9)

検討を開始(R4.11～)

被害想定(H25.12)、基本計画（H27.3)

：海溝型地震

：直下地震

※R５.１２より見直し中
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中央防災会議が対象としている⼤規模地震

○（1987）千葉県東方沖の地震（M6.7）



 神奈川県から⿅児島県までの主に太平洋側の
広い範囲で震度６弱以上が発⽣

（震度６弱以上の市町村数︓601市町村→600市町村）
 静岡県から宮崎県までの主に沿岸域の⼀部で震度
７が発⽣

（震度7の市町村数︓143市町村→149市町村）

 福島県から沖縄県の太平洋側の広い範囲で⾼さ
３ｍ以上の津波が到達

 ⾼知県幡多郡⿊潮町、⼟佐清⽔市で最⼤約34mの津波
 静岡県静岡市、焼津市、和歌⼭県東牟婁郡太地町、東
牟婁郡串本町で１ｍ以上の津波が最短２分で到達

 福島県から沖縄県の広い範囲で津波による浸⽔が発⽣
（深さ30cm以上の浸⽔地域３割増加）

【強震波形４ケースと経験的⼿法の震度の
最⼤値の分布】

想定震源域

 国の中央防災会議のワーキンググループで全般的な防災対策
を検討するため、最⼤クラス（南海トラフ沿いではマグニ
チュード9クラス）の地震・津波を想定。

 検討の結果、前回H24から想定震源域は変更なし。
 最近約10年間の「地盤データの更新」、「地形データの⾼精度化」
を反映し、揺れ(震度)・津波について計算。

震度分布 津波の⾼さ(満潮時)
【全割れ全11ケースの最⼤包絡
の津波⾼（満潮時）】
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南海トラフ地震 最⼤クラスの地震による震度分布・津波⾼の推計



 これまでの対策の効果は⼀定程度あるものの、強い揺れや津波が広域で発⽣することにより、膨⼤な数
の死者や建物被害、全国的な⽣産・サービス活動への影響等、甚⼤な被害が発⽣。

全壊焼失棟数死者数

最大約 ２３５万棟最大約 ２９．８万人

約 １２７．９万棟うち 揺れ約 ７．３万人うち 建物倒壊

約 １８．８万棟津波約 ９．４万人 ～ 約 ２１．５万人津波

約 ７６．６万棟地震火災約 ０．９万人地震火災

資産等への被害

避難者数
災害関連死

約 ２２４．９兆円約 ２．６～５．２万人

経済活動への影響

最大約 １，２３０万人
食糧不足（３日間）

約 ４５．４兆円最大約 １，９９０万食
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南海トラフ地震 最⼤クラスの地震による被害想定
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南海トラフ地震 他の⼤規模災害との⽐較

0.06 

2.23 

29.80 

能登半島

東⽇本

南海トラフ

■ 死者数 （万⼈）

→ 13倍

→ 502倍

0.7 

12.2 

235.0 

能登半島

東⽇本

南海トラフ

■ 全壊焼失棟数 （万棟）

→ 19倍

→ 362倍

■ 避難者数は東⽇本⼤震災の約26倍、能登半島地震の約240倍
■ 災害廃棄物は東⽇本⼤震災の約16倍、能登半島地震の約80倍
■ 浸⽔⾯積は東⽇本⼤震災の2.4倍

南海トラフ地震の被害は桁違い
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南海トラフ地震と歴史の転換

南海トラフ地震はまさに国難、歴史の転換に

歴史の転換過去の南海トラフ地震

４年前に元禄関東地震
49日後に富士山噴火
幕府と藩の財政圧迫

元禄文化の終焉
宝永地震１７０７年

前年に黒船来航
１年後には安政江戸地震
江戸でコレラ流行

幕末から明治維新

安政東海地震
（約32時間後）

安政南海地震
１８５４年

関東大震災（1923）以後
地震の続発、開戦

第２次世界大戦の
終戦

昭和東南海地震
（約２年後）

昭和南海地震

１９４４年

１９４６年

震源域・Mw

Mw8.6

いわゆる全割れケース

Mw8.4
Mw8.4

いわゆる半割れケース

Mw7.9

Mw8.0

いわゆる半割れケース

想定震源域
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⽕災に対する主な防災対策

（１）揺れによる全壊棟数

（２）家具等の転倒・落下防⽌対策の強化

（⼈）
現状

家具等の転倒防⽌
実施率 約35.9％

家具等の転倒防⽌
実施率100％

７割減
約5,300⼈

約1,800⼈
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南海トラフ地震防災推進地域内
感震ブレーカー設置率 約8.5％

感震ブレーカー
設置率100％

５割減
約76.7万棟

約35.8万棟
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約21.5万⼈

約7.3万⼈

７割減

早期避難意識
が低い場合

全員が発災後10分で
避難を開始した場合
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７割減
約127.9万棟

約35.9万棟

現状
耐震化率90％

耐震化率100％

※地震動に対して堤防・⽔⾨が正常に機能
し、現状で指定されている津波避難ビル等
の活⽤を考慮した場合

※地震動︓陸側、津波ケース⑤、冬・⼣⽅、⾵速8m/s

※地震動︓陸側、津波ケース①、冬・深夜、⾵速8m/s

※地震動︓陸側、津波ケース⑤、冬・⼣⽅、⾵速8m/s

※地震動︓陸側、冬・深夜

 防災対策を推進した場合に⾒込まれる被害軽減効果を試算。
 建物の耐震化や津波からの早期避難など、個⼈でも取り組める対策により、被害が⼤幅に軽減する
ことが⾒込まれる。
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南海トラフ地震 防災対策の効果試算



○ 後発地震による新たな被害軽減のためには、南海トラフ地震臨時情報や、後発地震発⽣までの時間を
最⼤限活⽤して適切な対策・対応をとることが必要

留意事項︓今回想定した時間差で発⽣する地震はあくまで⼀例であり、それ以外の多様なパターンも想定されることに注意が必要
︓最⼤クラスの半割れモデルで推計した揺れや津波であり、必ずしも過去に発⽣した地震を再現するものではない。
︓最初の地震の影響による堤防の破堤や地殻変動については、２回⽬の地震による津波推計では考慮していない。

⻄側半割れ東側半割れ

○過去の南海トラフの地震では、時間差をおいてM8クラスの地震が発⽣した事例（いわゆる、半割れケース）が知られている
ため、「南海トラフ地震臨時情報」等による後発地震への注意など、その特徴を踏まえた被害想定を算出

○後発地震が発⽣した場合、地震の揺れや津波⾼は、最⼤クラスの地震の揺れや津波⾼を⼤きく超えることはないが、震度
６弱以上の揺れや浸⽔深１m以上の浸⽔に続けて２回暴露される地域も存在

時間差をおいて発⽣する
地震の被害想定

後発地震 ⻄半割れ先発地震 東半割れ
約 594,000棟

※単独で発⽣するより31,000棟の被害が増加。約 684,000棟揺れによる全壊棟数

単独で発⽣する場合の約66,000⼈に対し、
約 13,000⼈

約 29,000⼈

津波による死者
（後発地震では先発地震の影響によ

る避難意識が⾼くなると設定）

単独で発⽣する場合の約66,000⼈に対し、
約 700⼈

津波による死者
（上記に加え、早期に津波が到達する
地域の住⺠が事前避難をした場合）
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南海トラフ地震 時間差をおいて発⽣する地震の被害想定
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1854年
安政東海地震

1854年
安政南海地震

1944年
昭和東南海地震

1946年
昭和南海地震

「 南海トラフ地震臨時情報 」 とは
＜前提となる考え⽅＞
・現在の科学技術では、確度の⾼い地震の予測はできない。
・⼀⽅で、現在の知⾒からは、異常な現象の観測時に、地震
発⽣の可能性が相対的に⾼まっているといった評価
は可能であり、極めて甚⼤かつ広範囲の被害が想定される
南海トラフ地震への防災対応に活⽤することが重要。

＜時間差をおいて発⽣した南海トラフ地震の事例＞

M
8.6

M
8.7約32

時間後

M
8.2

M
8.4約2

年後

南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界
においてM8.0以上の地震が発⽣した場合

南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺に
おいてM7.0以上の地震が発⽣した場
（M8.0以上のプレート境界地震の場合を除
く）

ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、
短い期間にプレート境界の固着状態が明らか
に変化しているような通常とは異なるゆっく
りすべりが観測された場合

半割れケース ⼀部割れケース ゆっくりすべりケース

１週間の事前避難※ 特別な備え ⽇頃からの地震への備えの再確認

※警戒のみ ⾮常持出品の
常時携帯

すぐ逃げられる
態勢の維持

南海トラフ地震臨時情報…⼤規模地震発⽣の可能性が平常時と⽐べて相対的に⾼まっていると評価された場合等に発表

南海トラフ地震臨時情報
巨⼤地震警戒（ ）

南海トラフ地震臨時情報
巨⼤地震注意（ ）

津波の到達が早く、地震後の避難が困難な地域
臨
時
情
報
に
伴
う

主
な
防
災
対
応 防災対応をとるべき地域︓「南海トラフ地震防災対策推進地域」

より詳細な「防災対応の流れ」はこちら(3枚⽬)をご参照ください⇒ https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/leaflet.pdf

安全な避難場所・避難経路
の確認、ご家族との連絡⼿段
の確認、家具の固定、⾮常
⾷などの備蓄の確認 など
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南海トラフ地震防災対策
推進基本計画

○ 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定があった場合、中央防災会議は「南海トラフ地震防災対策
推進基本計画」を作成するとともに、関係機関は各種計画を作成

中央防災会議決定(H26.3)、最終変更(R7.7)

①地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義
に関する事項

②地震防災対策の推進に関する基本的方針

③地震防災対策の基本的な施策

【計画事項】

南海トラフ地震における
具体的な応急対策活動に関する計画

④災害応急対策の実施に関する基本的方針

⑤推進計画の基本となるべき事項

⑥対策計画の基本となるべき事項

中央防災会議幹事会決定(H27.3)、最終改定(R7.6)
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定

総理大臣指定
(R7.7)

1都2府27県
723市町村

【災害応急対策活動の具体的な内容に関するもの】 今後10年間で達成すべき減災目標

〇想定される死者数：
約２９万８千人 から おおむね８割減少

〇想定される建築物の全壊焼失棟数：
約２３５万棟 から おおむね５割減少

＜作成主体＞
指定行政機関 、指定公共機関、
推進地域内の都府県・市町村 等

南海トラフ地震防災
対策推進計画

＜作成主体＞
津波避難対策特別強化地域内の市町村長

津波避難対策緊急事業計画

【ハード整備等の事業に関するもの】

①重点施策

②地震防災上緊急に整備すべき施設等

③津波からの防護、円滑な避難及び迅速な救助

④関係者との連携協力の確保

⑤時間差発生等における円滑な避難の確保

⑥防災訓練

⑦地震防災上必要な教育及び広報

⑧津波避難対策緊急事業計画の基本となる事項

【計画事項】

＜作成主体＞
推進地域内で、不特定多数の者が
出入りする施設等の管理者・運営
者等

南海トラフ地震防災
対策計画

①津波からの円滑な避難の確保
②時間差発生等における円滑な避難の確保
③防災訓練
④地震防災上必要な教育及び広報

【計画事項】

津
波
避
難
対
策

特
別
強
化
地
域
の
指
定

総理大臣指定
(H26.3)

１都13県
139市町村

南海トラフ地震に関する防災対策の体系
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⽇本海溝・千島海溝沿いにおける最⼤クラス（M9クラス）の地震を想定し、
震度分布・津波⾼等を推計

〇検討領域

〇推計した震度分布

東北地⽅太平洋沖地震

⽇本海溝モデル

〇検討領域

千島海溝モデル

地震の揺れの概要
・北海道厚岸町付近で震度7
・北海道えりも岬から東側の沿岸部では震度6強
・⻘森県太平洋沿岸や岩⼿県南部の⼀部で震度6強

⽇本海溝モデル

千島海溝モデル

7
6強
6弱
5強
5弱

震度

7
6強
6弱
5強
5弱

震度

あっけし

震度6強

厚岸町 震度7

えりも岬 震度6強

⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 最⼤クラスの地震による震度分布・津波⾼の推計
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⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 最⼤クラスの地震による震度分布・津波⾼の推計

北海道

千葉 茨城 宮城 岩⼿ ⻘森

〇推計した津波⾼
・三陸沿岸では宮古市で約30m
・北海道えりも町沿岸で約28ｍ
・岩⼿県中部以北では東⽇本⼤震災よりも⼤きい

②
関東～東北沿岸部

①
北海道沿岸部

①

福島

宮古市

えりも町 ②

（国後島） （⾊丹島）
（志発島） （択捉島）

[令和2年4⽉公表]
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千島海溝地震⽇本海溝地震推計項⽬
（被害が最⼤となるケース）

約 100,000⼈約 199,000⼈死者数
（冬・深夜）

約 22,000⼈約 42,000⼈低体温症要対処者数
（冬・深夜）

約 84,000棟約 220,000棟全壊棟数
（冬・⼣⽅）

約 17兆円約 31兆円経済的被害額
（冬・⼣⽅）

津波による被害 揺れによる被害

＜被害が最⼤となるケースにおける推計値＞
[令和3年12⽉公表]

⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 被害想定
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⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 防災対策の効果試算

死者数

有効な対策
○避難意識の改善（早期避難率の向上） ○津波避難ビル・タワー等の活⽤・整備

19.9

3.0 

0

5

10

15

20

25

対策なし 対策あり

万⼈

８割減

10.0

1.9 

0

2

4

6

8

10

12

対策なし 対策あり

万⼈

８割減

⽇本海溝地震 千島海溝地震

避難意識を⾼め、早期避難率を向上することで、被害を⼤きく軽減することが可能

切迫避難
あるいは避難しない

避難する
避難条件のパターン

（⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震対策検討WG資料から抜粋） 避難するがすぐには避難しない
（用事後避難）

すぐに避難する
（直接避難）

30％50％20％早期避難者比率が低い場合（対策なし）

0％0％100％全員が発災後すぐに避難を開始した場合（対策あり）

〇避難条件のパターン
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*1︓精度のよいMw決定次第
*2︓⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震 対策検討WG報告書に定めのある事項
*3︓⼀定以上の精度で求まったMw
*4︓影響を与えるエリアの範囲（D）は、発⽣した 地震のMwによって変化する
*5︓過去約100年の間に当該地域で発⽣したMw7.0以上の地震数から想定

想定震源域

想定震源域に影響を
与えるエリア（D）*4

■名称 北海道・三陸沖後発地震注意情報

■情報発表の条件*2
⽇本海溝・千島海溝沿いの巨⼤地震の想定震源域とそれに影響を与える範囲

（右上図）で、 Mw7.0*3以上の地震が発⽣した場合

■対象エリア*2
最⼤クラスの地震により津波⾼３ｍ以上、震度６弱以上が想定される地域
（北海道、⻘森県、岩⼿県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の対象市町村）

■受け⼿に取っていただきたい防災対応*2

地震発⽣後１週間程度、平時よりも巨⼤な地震の発⽣に注意し、地震への備えを徹底
家具の固定等の「⽇頃からの地震の備えを再確認」に加え、
揺れを感じたり、津波警報等が発表されたりした場合に、ただちに避難できる態勢の準備

【住⺠】 〇避難経路・避難場所の確認
〇すぐに逃げられる服装で就寝
〇⾮常持出品の常時携帯 等

【企業】 〇避難経路・避難誘導⼿順等の確認
〇発災時の職員の役割分担の確認
〇情報の正確な伝達・よびかけ 等 ⽇本海溝地震

千島海溝地震

巨⼤地震の想定震源域

津波⾼3ｍ以上の範囲

概ね２時間後*1に開催する、内閣府・気象庁の合同記者会⾒とともに発表

■発信の頻度（想定）*5 概ね２年に１回程度

D 

D 

D D 

「 北海道・三陸沖後発地震注意情報 」 の概要

14



⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する防災対策の体系
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○ ⾸都直下地震緊急対策区域の指定があった場合、政府は⾸都直下地震緊急対策推進基本計画を作成
するとともに、地⽅公共団体は、⾸都直下地震防災に係る各種計画を作成

① 緊急対策区域における緊急対策の円滑
かつ迅速な推進の意義に関する事項

② 緊急対策区域における緊急対策の円滑
かつ迅速な推進のために政府が着実に実施
すべき施策に関する基本的な方針閣議決定(H26.3)、変更(H27.3)

首都直下地震緊急対策
推進基本計画

＜作成主体＞
緊急対策区域内の地方公共団体

特定緊急対策事業
推進計画

特定緊急対策事業推進計画の認定に関する基本的な事項

＜作成主体＞
基盤整備等地区内の地方公共団体

首都中枢機能維持
基盤整備等計画

首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及び基盤整備等
計画の認定に関する基本的な事項

千代田区、中央区、
港区、新宿区

③ 首都直下地震が発生した場合の首都中枢
機能の維持に関する事項

④ 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定
及び基盤整備等計画の認定に関する基本的
な事項

⑤ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき
事項

⑥ 特定緊急対策事業推進計画の認定に関す
る基本的な事項

⑦ 緊急対策区域における緊急対策の円滑
かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置

⑧ その他（計画の効果的な推進等）

地
方
公
共
団
体

＜ハード整備等の事業に関するもの＞

＜作成主体＞
緊急対策区域内の都県知事地方緊急対策実施計画

・区域・目標・計画期間・必要な対策を記載

・必要な対策は、集客施設の安全確保、建築
物の耐震化等の地震防災対策のほか、被
災者の救助の実施、滞在者等に対する支援
等の災害応急対策、住民等の協働の推進
等について幅広く記載・・・

関係事業者の同意や、区域内の
市町村の長の意見聴取が必要

閣議決定(H26.3)

行政中枢機能の維持に係る
緊急対策実施計画

（政府業務継続計画）

国

首
都
直
下
地
震
緊
急
対
策
区
域
の
指
定

１都９県
３０９市区町村

首
都
中
枢

機
能
維
持

基
盤
整
備
等

地
区
の
指
定

内閣総理大臣指定
(H26.3)

中央省庁は政府業務継続計画に
基づき省庁業務継続計画を策定

中央防災会議幹事会決定(H28.3)、
最終改定（R7.6）

具体的な応急対策活動に
関する計画
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⾸都直下地震対策特別措置法に基づく地震防災対策の体系



減災⽬標を定めた⾸都直下地震緊急対策推進基本計画の策定（平成27年3⽉）から10年が経過することから、
令和５年12⽉に⾸都直下地震対策検討WGを設置し、検討を進めている。

被害想定（H25.12）

直下地震（Ｍ７クラス）により、強い揺れが
発⽣し、建物等が倒壊・焼失

死者数︓最⼤2.3万⼈
（地震︓約３割、⽕災︓約７割）

全壊・焼失家屋︓最⼤61万棟
（地震︓約３割、⽕災︓約７割）

⾸都直下地震緊急対策推進基本計画（H27.3）

減災⽬標 死者数︓概ね半減 全壊･焼失棟数︓概ね半減
●地震対策 ・住宅等の耐震化率 【具体⽬標︓79％（H20）⇒ 95％（H32）】

・防災拠点となる
公共施設等の耐震化率 【具体⽬標︓92.1％（H25）⇒ 100％】 等

●⽕災対策 ・危険密集市街地の解消 【具体⽬標︓約2,500ha（H23）⇒ 解消（H32）】
・緊急消防援助隊の部隊数【具体⽬標︓4,600隊（H26）⇒ 6,000隊（H30）】 等

総理官邸等が⽴地する地区は、⼀定の強靱性
を有するものの、不確実性の⾼い項⽬について、
より過酷な被害様相を想定

停電、電話不通、断⽔︓１週間
ＪＲ等の運⾏停⽌︓１ヶ⽉
主要道路の啓開︓１週間

政府業務継続計画（H26.3）

⽬ 標 １週間、外部から庁舎に補給なしで、交代で⾮常時優先業務を実施
できる体制の整備を⽬指す

●執⾏体制

●執務環境

・社会全体としての業務継続体制の構築 ・緊急的な権限委任
・職務代⾏者の選任 ・参集要員の確保 等
・庁舎の耐震安全化 ・電⼒の確保 ・通信・情報システムの確保
・物資の備蓄 ・代替庁舎の確保 等

⾸都直下地震モデル・被害想定⼿法
検討会※

最新の知⾒を踏まえ、震度分布や津波⾼、
被害想定の計算⼿法を検討。
※内閣府に設置

⾸都直下地震対策検討WG※（令和5年12⽉〜）

防災対策の進捗状況の確認や被害想定の⾒直し、
新たな防災対策等を検討
※中央防災会議防災対策実⾏会議の下に設置

基本計画・
政府BCP
の⾒直し

＜今後の予定＞
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⾸都直下地震 被害想定・防災対策の⾒直しの流れ



18

地域ごとの分野横断的な災害リスク評価（対策のスパイラルアップ）

ハザード（外⼒）設定

被害想定

弱部のあぶり出し

対策の⽴案

・ 震度○

・ 負傷者○○⼈

＜□□地区の例（イメージ）＞

・ 負傷者の救出、搬送、治療などが
可能かをシミュレーション

▲▲が不⾜
■■地区が孤⽴のおそれ

・ ▲▲の追加確保
・ ■■地区の道路のり⾯対策



〇 避難タワー、避難経路等の整備

〇 防潮堤の整備

主な対策

⾏政

即効性⾼

〇 速やかに避難する意識の向上

個⼈

19

⼈命を守るための主な防災対策（南海トラフ地震、⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震）

死者の 約７割 が 津波 による被害約７割※1

⼤部分※2

※1︓南海トラフ地震
※2︓⽇本海溝・千島海溝周辺型地震



死者の 約７割 が ⽕災 による被害

〇 密集市街地の解消

主な対策

⾏政

〇 家具の固定
〇 感震ブレーカーの設置
〇 建物の耐震

個⼈
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即効性⾼

⼈命を守るための主な防災対策（⾸都直下地震）



かつては・・・

たばこを吸うのはかっこいい
どこでも灰⽫があった

前席ですらシートベルトの
着⽤率は低かった

化⽯燃料の消費に
無頓着であった

備蓄・家具の固定・
避難率が低い

今は・・・

後部座席でも着⽤が
当たり前に

喫煙者は少数

再⽣エネルギーの普及
エコバッグ持参が定着

︖ ︖ ︖

など など
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防災対応が当たり前となる⽂化へ



お祭り
災害の伝承
地域コミュニティの確保
炊き出しの訓練

防災機能を備えた
集客施設

賑わい空間の創出

災害時活⽤
（ 津波避難、災害対応拠点 など ）

〇 キャンプ道具、電気⾃動⾞などの災害時活⽤
〇 底が丈夫なスリッパ、⽬盛り付き紙コップなどの⽇常利⽤
〇 ⾷品のローリングストック など

フェーズフリーの発想
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「 防災意識 」 を意識しない世の中へ



⾃分の命は⾃分で守る

しかし、⾃分だけは⼤丈夫との慢⼼が・・・
（ 正常性バイアスの沼にはまる ）

防災の原則

⼤切な⼈（家族、恋⼈、⽥舎の親、・ ・ ・）のための防災
加えて
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〇 記念⽇に防災グッズをプレゼント
〇 親の還暦祝いに耐震化を⽀援

「 ⼤切な⼈のための防災 」 へ
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本⽇お伝えしたいこと

 ⾃然の営⼒は想像を超越

 ⾼度な都市化・⽂明の発展は、災害時に⽛をむく

⼀⼈ひとりの強い覚悟と⾏動⼒が問われている


